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本稿は，アメリカ合衆国における労働法の権利の実現方法について，行政機関自身が民事
訴訟を提起することができる仕組みについて検討することを通じて，その特徴を把握し，
日本制度への示唆を得ようとするものである。アメリカにおける行政機関による民事訴訟
は，公正労働基準法や公民権法第 7 編といった労働者個人の権利を規定する法について，
その法が目的とする公益の実現という側面に着目し運営されている。これは，民事訴訟に
公益の実現を期待するというアメリカ法の特徴の現れであると考えられるが，これにより，
法が目的とする公益の実現について，違反者に対する刑事的制裁のみでない，多様な手段
が制度上用意されていることが分かる。その一方で，アメリカでは，私人による民事訴訟
が著しく増加するにつれ，当事者間での合意により裁判外で紛争を処理することを支持す
る動きが見られるが，その中でも，行政機関による民事訴訟は，公益のためのものである
という点により，当事者間の合意に関わらず提起できるとされる等，私人による民事訴訟
とは異なる役割が認められていることが分かる。ここから，日本制度への示唆として，民
事訴訟による労働法の権利の実現をどう位置づけるか，及び，その実施主体をどう考える
かという 2 つの検討の視点を指摘することができる。

【キーワード】海外労働事情，労働基準政策，個別的労働関係法
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Ⅰ　は じ め に

　法に規定される労働者の権利は，それが実現さ
れて初めて実際に意味を持つものであり，法が規
定すべき権利の在り方のみでなく，それをいかに
実現させるかというエンフォースメントの在り方

も重要な課題である 1）。本稿は，アメリカ合衆国
における労働法の権利の実現方法について，行政
機関自身が民事訴訟を提起することができる仕組
みについて検討することを通じて，その特徴を把
握し，日本制度への示唆を得ようとするものであ
る。具体的には，アメリカ公正労働基準法（Fair�
Labor�Standards�Act）に関する労働長官（Secre-
tary�of�Labor）により提起される未払賃金等の支
払を求める民事訴訟と，人種や皮膚の色，性別等
による雇用差別の禁止を定める公民権法第 7 編

（Title�Ⅶ�of�Civil�Rights�Act）に関するEEOC（Equal�
Employment�Opportunity�Commission，雇用機会均
等委員会）により提起される民事訴訟について中
心的に検討する。
　日本におけるこれらに対応した制度について
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は，まず，労働基準法では，検察官が刑事手続 2）

を提起できるが，行政機関が未払賃金の支払等を
求める民事訴訟を提起する仕組みはない。実際に
はこの刑事手続の存在を背景として，主にその前
段階で違反状態を是正させることを通じて未払賃
金の支払等が行われるよう運営されていると考え
られるが，制度上は，訴訟を通じて確実に支払を
実現させようとする場合，労働者自身で訴訟を提
起するほかない。また，雇用差別禁止の法制度に
おいて，男女雇用機会均等法の違反については，
まず行政機関による助言，指導や勧告が行われ，
勧告に従わない場合の制裁方法として企業名の公
表が可能とされている 3）が，行政機関自身で差
別からの救済のために民事訴訟を提起する仕組み
はなく，訴訟を通じて確実に救済を実現させよう
とする場合，やはり労働者自身で訴訟を提起する
ほかない。
　アメリカにおける労働法の枠組みは，1960 年
代頃までは，労働条件に対する制定法による介入
は公正労働基準法など最低限の内容にとどめつ
つ，労働組合と使用者との団体交渉に委ねるもの
だったが，1960 年代以降，労働組合の組織率が
低下する中，1964 年の公民権法第 7 編を代表と
する各種の差別禁止法や，個々の労働者の労働条
件を保護する立法が相次いで制定された 4）。現在
では，これら立法により確立された権利の実現を
求める民事訴訟は，労働関係の権利の実現方法と
して重要なものとなっている。
　以下みていくように，アメリカにおける行政機
関による民事訴訟は，法が目的とする公益の実現
のためのものとされている。日本と比較した場合，
アメリカでは，法の目的実現のためにより多様な
手段が制度上用意されていることが指摘でき，そ
こには，民事訴訟が公益実現の役割を担うものと
理解されているという背景がある。その一方で，
アメリカでは，私人による民事訴訟が著しく増加
するにつれ，当事者間での合意により裁判外で紛
争を処理することを支持する動きが見られるが，
その中でも，行政機関による民事訴訟は，公益の
ためのものであるという点により，当事者間の合
意に関わらず提起できるとされる等，私人による
民事訴訟とは異なる役割が認められていることが

分かる。
　以下，労働長官と EEOC による民事訴訟の制
度概要（Ⅱ , Ⅲ），その背景にあるアメリカ法の特
徴との関係（Ⅳ），当事者間の合意との関係（Ⅴ）
についてみていき，それらを通じて，日本制度へ
の示唆について検討してみたい（Ⅵ）。

Ⅱ�　労働長官による公正労働基準法上の
民事訴訟

1　制度概要

　アメリカの公正労働基準法は，ニューディール
政策の一環として 1938 年に制定され，連邦最低
賃金（2014 年 4 月時点で 1 時間あたり 7.25 ドル）と
週 40 時間を超える労働に対する時間外割増賃金

（通常の賃金の 1.5 倍以上）や，年少者の保護など
について定める連邦法である 5）。州法等との関係
について，公正労働基準法は，最低賃金や時間外
労働等について州法等がより厳しい基準を定めて
いる場合はそれに従わなければならないとしてお
り（第 18 条（a）），実際に 22 の州とワシントン
D.C.（2014 年 1 月時点）において連邦最低賃金よ
り高い最低賃金が定められている 6）ほか，時間
外労働や賃金の支払方法等について，州等のレベ
ルで多様な規制が行われている。このため実際に
は，必ずしも連邦法である公正労働基準法を根拠
とするのみではなく，場合に応じて，州法等を根
拠としたり，公正労働基準法と州法等を組み合わ
せたりして権利実現が図られることとなるが，以
下では，公正労働基準法の最低賃金と時間外割増
賃金に絞って述べる。
　公正労働基準法は，労働省（United�States�De-
partment�of�Labor）の賃金・時間部（Wage�and�
Hour�Division）が実施を担当し，全国に配置され
ている監督官（investigator）が，労働者からの苦
情や労働省における計画に基づいて事業場に対し
て監督を行い，法違反が見つかった場合には，本
来支払うべき賃金の支払等，法違反状態の是正を
求める。未払賃金の支払（back�wage）を求める
方法は以下の 4 つが挙げられ 7），いずれでも得ら
れた賃金は個々の労働者に支払われる。なお，公
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正労働基準法ではこのほかに，法違反状態で製造
された物品の流通の制限（第 15 条（a）（1））や，
行政による制裁金（civil�penalty. 再犯または故意が
要件。第 16 条（e）（2）），刑事罰（故意の場合。第
16 条（a））についても定められており，刑事訴追
は司法省（United�States�Department�of�Justice）に
より行われる。

　（1）未払賃金の支払を求める方法
　①労働省賃金・時間部の監督下における支払
　②�労働者自身による，未払賃金及び付加賠償金

（liquidated�damages），弁護士費用を含む訴訟
費用の支払を求める民事訴訟（第 16 条（b））

　③�労働長官による，未払賃金及び付加賠償金の
支払を求める訴訟（第 16 条（c））

　④�労働長官による，公正労働基準法の違反に対
する差止命令（injunction）を求める訴訟（第
17 条）

　（2）担当組織
　③と④の労働長官による民事訴訟は，法律家が
多く所属し訴訟において労働長官を代表する，労
働省訟務官室（Office�of�the�Solicitor）8）が，労働省
賃金・時間部と協力しつつ担当する。

　（3）それぞれの手続の関係
　後述の雇用差別に関する手続と異なり，労働者
自身で訴訟を提起する前に行政上の手続を経るこ
とは要件とされていないが，①の労働省賃金・時
間部の監督下における支払を受けた場合は，②の
労働者自身による訴訟の提起は行えなくなる（第
16 条（c））。これは，労働省の監督下における解
決を使用者が受け入れるインセンティブとして
1949 年の改正により追加されたものである 9）。
また，③や④の労働長官による訴訟の提起が行わ
れた際も②の労働者自身による訴訟の提起は行え
なくなる（第 16 条（b），（c））。③と④は，同一の
訴訟で両方を扱うことができる 10）。

　（4）集団による訴訟
　アメリカ法では一般に，私人による訴訟におい
て，「クラスアクション（class�action）」として，

共通点を持つ一定の範囲の人々について，その中
の 1 人または数人が代表して訴訟を行うという形
態がある。連邦裁判所で行われるものについては
連邦民事訴訟規則（Federal�Rules�of�Civil�Procedure）
第 23 条が適用され，クラスアクションとして認
められるためにはそのグループに共通の法律問題
または事実問題が存在すること等の要件を満たす
必要があるが，これらの要件を満たすと裁判所が
認めた場合には，そのグループに属する者に対し，
クラスアクションが提起されていることが通知さ
れ，この段階でグループから除外してもらいたい
というオプト・アウトの申し出がなされた者を除
いて，グループ全体を代表して訴訟が行われ，判
決もグループ全員に対して拘束力を持つ 11）。
　公正労働基準法の上記②の労働者自身による訴
訟は，労働者個人のみでなく，同様の状況にある
労働者による集団としても提起することができる
が，これは連邦民事訴訟規則第 23 条のクラスア
クションとは異なる。公正労働基準法は独自の規
定（第 16 条（b））により，労働者自身が集団で訴
訟を行う際には，対象となる個々の労働者の書面
による同意が必要である（オプト・イン方式）と
している。以下，上記のクラスアクションと区別
して「コレクティブアクション（collective�action）」
とする。公正労働基準法の制定当時は個々の労働
者の書面による同意が必要との規定はなかった
が，1947 年の改正により，オプト・イン方式の
コレクティブアクションとなった 12）。
　以上の私人の集団による訴訟とは別に，労働長
官が個々の労働者の代わりに提起する訴訟である
③については，対象となる個々の労働者の特定は
必要である（第 16 条（c））が，対象となる個々の
労働者の同意は不要である。労働長官が使用者の
違反行為の差止めを求める④については，個々の
労働者を特定せずに提起することができる 13）。

　（5）労働長官による民事訴訟の性格
　③は，違反により影響を受ける全ての労働者に

「代わって（on�behalf）」労働長官が訴訟を起こす
ものと位置付けられているが，法を遵守する使用
者に対し法を遵守しない使用者が競争上の優位を
得ることを防ぐという観点から，例えば賃金の支
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払を受けることを拒否する労働者の分について
も，労働長官は使用者に対し支払を求めることが
できる 14）。④の差止命令を求める訴訟は，単に
賃金を回収するのが目的ではなく，公益を保護す
るための措置と解されており 15），その公益は，
最低賃金以上の賃金や時間外賃金の支払を受ける
権利の保障に加え，やはり，法の違反者が法を遵
守する使用者に対し競争上の優位を得ることがな
いようにすることが含まれる 16）。④はこのよう
に公益を保護することが目的である一方で，刑事
訴訟とは異なり，懲罰的でなく救済的なものと位
置付けられており 17），実際に個々の労働者に支
払われるべき賃金が支払われるようにすることを
通じて法の目的を実現させる機能を果たしている
といえる。

　（6）求め得る救済内容
　②③では，未払賃金額に加えて，未払賃金額と
同額の付加賠償金 18）の支払を求めることができ
る。④の差止命令を求める訴訟では，将来に向け
て違反行為の禁止を命じるもののほか，過去に支
払うべきであった賃金を使用者が保持し続けるこ
とを禁止することを求めることもできるという点
が，未払賃金の支払を求める根拠になるが，付加
賠償金は対象でない。
　②③の訴訟における付加賠償金は，使用者が違
反につき善意であった場合には裁判所の裁量によ
り減額または免除され得るが，使用者側からこの
善意の主張がなされない限り，原則として支払を
求められることとなる 19）。
　訴訟に至る前の①の労働省賃金・時間部による
監督の段階で付加賠償金を求め得るかについては
明文の規定はないが，最近の労働省の取組として，
行政による監督の段階から，未払賃金額に加えて
付加賠償金の支払も求めるケースが現れている 20）。
労働省はこのような事案をプレスリリースで広報
しており 21），その中で，「公正労働基準法は，一
般的なルールとして，違反した使用者は付加賠償
金を支払う責任があると定めている」旨を説明
し，「違反行為は，労働者自身やその家族にとっ
て有害であるのみでなく，法違反を行う使用者が
不公正に競争上の優位を得ることになる」として

いる。使用者がこれに従わない場合には，制度上，
労働長官が訴訟を提起し付加賠償金を含めた支払
を求めることができるため，使用者としては，行
政による監督の段階で支払を拒んだとしても訴訟
により結局支払うこととなり得るのである。

　（7）�賃金等が支払われるべき労働者を見つけら
れない場合

　不公正な競争の防止が公正労働基準法の目的の
一つである（第 2 条（a）（3））という観点からは，
一部の労働者が既に退職している等により賃金等
が支払われるべき者を見つけられない場合でも，
その分を使用者が保持し続けることが認められる
べきではない。そこで，①の労働省賃金・時間部
の監督や，③と④の労働長官による訴訟により支
払われた賃金等について，支払先の労働者を見つ
けることができなかった場合には，最終的には国
庫に帰属することとなる 22）。

2　運用実態 

　2013 年 12 月の米国会計検査院（United�States�
Government�Accountability�Office）のレポート 23）

によると，労働省は，2012 年度（2011 年 10 月か
ら 2012 年 9 月）において，約 2 万件の公正労働基
準法違反の申立てに基づく監督や調整を行い，約
200 件の公正労働基準法に関する訴訟を提起して
いる。これに対し，2012 年度に連邦地裁に提起
された公正労働基準法に関する訴訟全体の件数は
8148 件で，労働省が提起したものは全体の約 2％
である。残り約 98％が私人による訴訟だが，そ
の内訳として，全体の 58％が個人による訴訟で
あり，全体の 40％が集団訴訟である。なお，こ
の件数は，提起された訴訟の件数であり，労働者
1 人のための訴訟も，コレクティブアクションと
しての集団での訴訟や一般的に多くの労働者を代
表する労働省による訴訟も同じ 1 件としてカウン
トされているため，実際に関係する労働者の割合
とは一致しない。米国会計検査院のこのレポート
では，労働省では，数多くの違反の申立てに対し
て，限られた人員体制の中で全てに対応するのは
難しいため，違反を申し立ててきた労働者に対し，
労働省賃金・時間部で監督や解決ができない際は，
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労働者自身で訴訟を提起する権利があることを知
らせているとしている 24）。
　このように最近のデータでは，公正労働基準法
に関する民事訴訟の大部分は労働省によるもので
なく私人によるものとなっているが，連邦裁判所
事 務 局（The�Administrative�Office�of� the�United�
States�Courts）の年報から経年的な変化を見ると，
表 1 のように，かつてはむしろ労働省によるもの
が多くを占めていたことが分かる。労働省による
訴訟が減少する一方で，私人による訴訟が増加し
ている結果，現在のように大多数が私人による訴
訟という状況となっている。
　労働省による公正労働基準法に関する訴訟の件
数の減少は，労働省で訴訟を担当する訟務官室の
スタッフの減少や，労働安全衛生などの労働省が
所管する他の分野の法律に関する訴訟に押されて
いるなどの要因が指摘されている 25）。私人によ
る訴訟件数は特にここ 10 年ほどで急激に増えて
おり，前出の米国会計検査院のレポートによると，
この増加の結果，連邦地裁に提起された民事訴訟
全体に対して公正労働基準法に関するものが占め
る割合も，1991 年の 0.6％から 2012 年には約 3％
まで上昇している。この増加の要因について同レ
ポートでは，有識者から，様々な要因が指摘され
ているとしつつ，公正労働基準法に関する訴訟に
ついての意識の高まりが最も多く言及されたとし
ている。公正労働基準法に関する訴訟は，不当解
雇や雇用差別を争う事案に比べ分かりやすい性格
で，得られるものも予測しやすいことや，弁護士
による積極的な広報が行われていること，コレク
ティブアクションとしての集団による訴訟（Ⅱ 1

（4）参照）への個々の労働者の参加に関する手続
（原告となり得る労働者への通知）を裁判所が促進
できるとする最高裁判例 26）の存在などがその背
景として挙げられている 27）。

Ⅲ�　EEOC による雇用差別に関する民事訴
訟

1　制度概要

　EEOC（Equal � Employment� Opportuni ty�
Commission，雇用機会均等委員会）は，雇用に関
する，人種，皮膚の色，宗教，性（妊娠を含む），
出身国，年齢（40 歳以上），障害，遺伝子情報に
よる差別の禁止を定める連邦法の執行を行う行政
機関 28）で，1964 年公民権法第 7 編（Title� Ⅶ�of�
Civil�Rights�Act�of�1964）に基づき設置された（第
705 条）。設置当初は，EEOC が差別事案の救済
において果たす役割は，協議（conference），調整

（conciliation），説得（persuasion）に限られ，EEOC
自ら民事訴訟を提起できるとはされていなかった
が，1972 年 の 公 民 権 法 第 7 編 の 改 正 に よ り，
EEOC 自身が民事訴訟を提起できることとなっ
た（第 706 条（f）（1））29）。EEOC が執行を担う法
律は公民権法第 7 編のほか，1963 年の同一賃金
法（Equal�Pay�Act�of�1963），雇用における年齢差別
禁止法（Age�Discrimination� in�Employment�Act），
障害を持つアメリカ人法（Americans�with�Disabilities�
Act）等があるが，以下，公民権法第 7 編の手続
について記述する 30）。

表 1　公正労働基準法関係の連邦地裁に提起された民事訴訟の件数の推移

1978 年 1983 年 1988 年 1993 年 1998 年 2003 年 2008 年 2013 年

公正労働基準法関係の
民事訴訟の件数

1,688 1,421 1,395 1,484 1,649 4,055 5,302 7,764

うち国が原告（労働
省による民事訴訟）

1,165 755 643 394 151 140 133 199

うち国が被告 29 20 21 16 30 27 23 11
私人間のもの 494 646 731 1,074 1,468 3,888 5,146 7,554

数値出典：The�Administrative�Office�of�the�United�States�Courts,�“Federal�Judicial�Caseload�Statistics”（1998 年以降）及び
“Federal�Judicial�Workload�Statistics”（1993 年以前）より，Table�C-2,�U.S.�District�Courts-Civil�Cases�Commenced,�by�Basis�
of�Jurisdiction�and�Nature�of�Suit の表中，“Labor�Laws”のカテゴリのうち“Fair�Labor�Standards�Act”の分類における件
数。各年の集計期間は，1993 年以降は当該年の 3 月末までの 12 カ月間，1988 年以前は当該暦年。
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　（1）EEOC への申立て
　公民権法第 7 編の違反について救済を求める際
には，公民権法第 7 編の規定に従い，まず EEOC
に申し立てなければならない（第 706 条（f）（1））。
なお，州や地方政府に雇用差別禁止に関する機関
がある場合は，EEOC より前にその機関に申し
立てる必要があり，申立てから 60 日間はその機
関が排他的な管轄権を有し，60 日経過後又はそ
の機関における手続が終了した後に，EEOC に
申し立てることが可能となる（第 706 条（c））。
EEOC に申立てがされると，その後 180 日間は
EEOC が排他的な管轄権を有し，労働者自身が
訴訟を起こすためには EEOC から訴権付与状

（right-to-sue�letter）を得る必要がある 31）。
　EEOC に申立てが行われると EEOC による調
査（investigation）が行われ（第 706 条（b）），申
立てに理由がないと考えられる場合には却下さ
れ，訴権付与状が申立人に渡される。申立てに理
由があると考えられる場合には，EEOC は違反
の是正を促す調整（conciliation）を行い，解決に
至らない場合は，EEOC 自身が原告となって，差
別の救済を求める民事訴訟を提起することができ
る（第 706 条（f）（1））。実際には EEOC の中の法
律スタッフなどと協議の上，EEOC 自身で訴訟
を提起するか否かが検討され，EEOC 自身では
訴訟を提起しない場合は，申立人に訴権付与状が
渡される 32）。
　なお，EEOC では近年，代替的な紛争解決手
段として調停（mediation）の活用を進めている 33）。
当事者が合意した場合に，調査や調整とは別に，
中立の第三者の援助による非公式な方法として試
みられるもので，不調に終わった際には調査や調
整の元の手続に戻る。申立てが調査されるのに 6
カ月以上かかりうるのに対し，調停による場合は
解決まで平均 3 カ月以内であり，当事者にとって
長い調査や訴訟を避ける効果的な手段であると
EEOC は説明している 34）。

　（2）担当組織
　EEOC には，5 人の委員から構成される委員会

（Commission）に加え，公民権法第 7 編第 705 条
（b）（1）の規定により，訴訟を担当する者として事

務総長（General�Counsel）が置かれており，組織
としては EEOC 内の事務総長室（Office�of�General�
Counsel）が EEOC による訴訟を担当している 35）。

　（3）私人による民事訴訟との関係
　上記のように，公民権法第 7 編の違反に対する
救済を求めるには，差別の被害者が始めから自ら
訴訟を起こすことはできず，まず行政機関での手
続を経る必要がある。この趣旨は，申立人と使用
者に対し，非公式に紛争を解決することを促すた
めとされているが，EEOC に対し，事件につい
て調査を行い EEOC 自身で訴訟を提起するか否
かを決めるチャンスを与えるためとも説明されて
いる 36）。EEOC 自身が訴訟を提起した場合は，
申立人は，訴訟に参加することはできるが，独自
に訴訟を提起することはできなくなる 37）。

　（4）集団による訴訟
　公民権法第 7 編に関する私人による訴訟におい
て，同じ状況にある差別の被害者による集団での
訴訟提起を行う場合は，連邦民事訴訟規則第 23
条に基づくクラスアクションが可能である 38）（ク
ラスアクションについてはⅡ 1（4）参照）。このた
め，公正労働基準法におけるコレクティブアク
ションとは異なり，代表するために個々の労働者
の書面による同意は必要ではないが，グループに
共通の法律問題または事実問題が存在すること等
の連邦民事訴訟規則第 23 条の要件を満たす必要
がある。
　他方で，EEOC が自ら原告となる訴訟は，1980
年の General�Tel.�Co. 事件の連邦最高裁判決にお
いて，公民権法第 7 編第 706 条（f）（1）により
EEOC に付与された権限に基づくものであるた
め，多くの労働者を代表する場合であっても，連
邦民事訴訟規則第 23 条は適用されず，裁判所に
よるクラスアクションとしての認定を受ける必要
はないとされた 39）。

　（5）EEOC による民事訴訟の性格
　EEOC が自ら原告となって民事訴訟を提起で
きる仕組みは，公益の実現のためのものとしばし
ば表現される。上記の，EEOC がクラスアクショ
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ンの手続を踏む必要がないという点を示した
General�Tel.�Co. 事件判決 40）で，連邦最高裁が
EEOC による民事訴訟の性格について述べてい
るところによると，まず，この EEOC による民
事訴訟の提起を可能とした 1972 年の法改正は，
公民権法第 7 編をより効果的に施行させることを
目的としたものであり，同法の制定時に EEOC
に効果的な執行権限を与えなかったのは同法の欠
陥であったと議会が認識した結果である。そして，
この権限は，個々の事案のより効果的な救済のた
めであると同時に，雇用差別を防ぐという公益の
ためのものであり，その民事訴訟における EEOC
の役割は，単なる被害者の代理人ではないとして
いる 41）。

　（6）救済内容
　公民権法第 7 編第 706 条（g）（1）は，裁判所は，
差別行為の差止め，バックペイ付きの復職や採用
などを含む適切な積極的是正措置（affirmative�
action），その他裁判所が適当と認めるエクイティ
上の救済（equitable�relief）を命じることができ
ると規定している。
　具体的な事案にどのような救済を認めるかは裁
判所に裁量があるものの，その裁量権は法の目的
に沿った方法で行使されなければならない。復職
に際しバックペイを認めるか否かについて，第
706 条（g）（1）の条文上は「with�or�without�back�
pay」とどちらでも取りうるように規定されてい
るが，1975 年の Albemarle 事件判決で，連邦最
高裁は，バックペイは，①経済全体から差別を根
絶し，雇用機会の均等を実現すること，②実際の
差別の被害者について，差別行為を是正するとと
もに，差別がなければ得られていた状態に可能な
限り回復させることで救済を図ること，という法
の目的に反しない理由がある場合にのみ否定され
得るとした 42）。
　さらに，これらに加え，1991 年公民権法により，
意図的な差別行為があった場合について，一定限
度で補償的損害賠償（compensatory�damages）と
懲罰的損害賠償（punitive�damages）が認められ
ることとなった 43）。
　また，裁判所は勝訴した当事者（EEOC や国を

除く。）の弁護士費用を，訴訟費用の一部として
相手側に支払わせることができる（第 706 条（k））。

2　運用実態

　EEOC が公表している統計によると，2013 年
度（2012 年 10 月から 2013 年 9 月）の EEOC への
申立ての件数は 9 万 3727 件で，内容としては，
人種（race）が 3 万 3068 件（35.3％），性別が 2 万
7687 件（29.5％），障害が 2 万 5957（27.7％），年
齢が 2 万 1396（22.8％）等となっている 44）。処理
状況としては，2013 年度に EEOC において処理
された 9 万 7252 件のうち，申立てに理由がない
とされたものが 6 万 4159 件（66.0％），申立てに
理由があるとされたものは 3515 件（3.6％）（その
他は申立ての取下げ，和解（settlements），申立人を
見つけられない等の運営上の理由による終了（admin-
istrative�closure））45）。さらに，EEOC 自身により
2013 年度に連邦地裁へ提起された訴訟の件数は
148 件である 46）。
　連邦地裁に提起された雇用差別関係の民事訴訟
の件数について，連邦裁判所事務局の年報から経
年的な変化を見ると，表 2 のように，雇用差別に
関する民事訴訟については，継続的に，私人によ
る訴訟が行政機関による訴訟に比べ圧倒的に多い
ことが分かる。EEOC の限られた人員体制の中
で全ての事案について訴訟まで行うことはできな
いため，EEOC が自ら訴訟を提起するのは重大
な事案に限られ，私人による訴訟の果たす役割が
大きいのが現状である。しかし，連邦地裁に提起
された民事訴訟の件数は，1990 年代後半をピー
クに，それ以降，同時期における公正労働基準法
関係の民事訴訟の増加と入れ替わるように，減少
傾向にある。1990 年代の雇用差別関係の訴訟件
数の急増については，1991 年公民権法による損
害賠償請求の追加等の原告側（労働者側）のイン
センティブ向上が寄与しているとされ，それ以降
の訴訟件数の減少については，多くの原告側の厳
しい経験を反映し，原告側にとって連邦裁判所に
おける成功の見込みが乏しくなっていることが指
摘されている 47）。
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Ⅳ　アメリカ法の特徴との関係─民事�
訴訟の役割

　公正労働基準法でも公民権法第 7 編でも，民事
訴訟における権利の実現方法をみると，その各場
面において，それぞれの法が，例えば未払賃金の
支払や差別からの救済といった具体的な被害者の
救済のみならず，法違反を行う使用者が競争上の
有利な地位を得ないようにすることや，経済全体
から差別をなくし均等な機会を実現することと
いった，公益の実現を目的としていることが明確
に意識されていることが分かる。これは単に公正
労働基準法や公民権法第 7 編だけに当てはまるも
のではなく，英米法，特にアメリカにおける特徴
として指摘されている「民事上の救済もまた法の
目的とするところの実現手段であるということを
強調し，民事上の救済手段にも，法違反に対する
制裁，法違反の抑止という機能を積極的に期待す
る」48）ことの表れであると言えるだろう。
　また，英米法，特にアメリカにおけるもう一つ
の特徴として，法の実現における私人の役割が重
視されていることが指摘されている 49）。民事責
任が「場合により法に違反した者に対する制裁な
いし将来の法違反の抑止の機能をも兼ね営むとい
うことは，それだけ，私人が民事訴訟を通して法
の目的の実現のために果す役割を大きくする」50）

のである。アメリカにおいて，こうした公益の実
現の役割を担うと考えられる民事訴訟を提起する
私人は“private�attorney�general”（私的な司法
長官）と呼ばれる。一人ひとりでは訴訟コストを

賄えないような個々人の集団を代表して訴訟を提
起するもので，主に反トラストや証券取引に関す
る法において発展し，公正労働基準法や公民権法
第 7 編でも見られたように，弁護士費用を相手方
に支払わせることができる規定が置かれている 51）。
このような，法の実現において私人の役割を重視
しているという点が，その法律を実施する責任を
負う行政機関が訴訟の原告を援助することを通じ
て法の目的の実現を図るべきという考え方を導き
出し，そこからさらに，行政機関自身が原告となっ
て民事訴訟を提起するという仕組みをも生み出し
ていると理解することができる 52）。

Ⅴ　近年の動向─当事者の合意と行政機
関による民事訴訟の関係

1　当事者間での訴権の放棄の合意と行政機関の権
限

　退職の際に，退職合意書を作成し，その中で，
一時金の支払などの代わりに，その使用者との雇
用関係に基づく権利について，使用者を訴える権
利を放棄するという合意が盛り込まれることがあ
る（severance�agreement,�separation�agreement な
どと呼ばれる）53）。この放棄は，雇用差別禁止に関
する法について，労働者側で内容を理解し自主的
に合意したものであれば基本的に効力を有する 54）

とされており，後に労働者側から訴訟が提起され
た場合，放棄が有効なものであると裁判所が判断
すれば，訴えは却下される 55）こととなる。しかし，
この当事者間の合意による放棄によって，EEOC

表 2　雇用差別関係の連邦地裁に提起された民事訴訟の件数の推移

1978 年 1983 年 1988 年 1993 年 1998 年 2003 年 2008 年 2013 年

雇用差別関係の民
事訴訟の件数

5,718 9,991 8,846 11,725 24,111 20,782 13,994 16,098

　うち国が原告 208 194 521 413 460 437 354 139
　うち国が被告 490 755 872 823 1,306 1,273 868 548
　私人間のもの 5,020 9,042 7,453 10,489 22,345 19,072 12,772 15,411

数値出典：The�Administrative�Office�of�the�United�States�Courts,�“Federal�Judicial�Caseload�Statistics”（1998 年以降）
及び“Federal�Judicial�Workload�Statistics”（1993 年以前）より，Table�C-2,�U.S.�District�Courts-Civil�Cases�Commenced,�
by�Basis�of�Jurisdiction�and�Nature�of�Suit の表中，“Civil�Rights”のカテゴリのうち“Employment”（1978 年は“Jobs”）
の分類における件数。2008 年以降はこれに加え“Civil�Rights”の中で新しく“ADA-Employment”の分類が設けられて
いるため，それも含んだ数とした。集計期間は，1993 年以降は当該年の 3 月末までの 12 カ月間，1988 年以前は当該暦年。
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への申立てを制限することはできない 56）。EEOC
は，EEOC は単に私人の代理ではなく雇用差別
を防ぐという公益のために行動しているという点
から，EEOC と労働者のコミュニケーションを
妨げることは公益を害することにつながるとして
いる 57）。また，EEOC への申立ては，法違反が
あると考えられているという事実を EEOC に知
らせることが主要な目的で，EEOC による調査
や訴訟の提起といった法執行手続のきっかけとな
るものであるとしている 58）。なお，その一方で，
EEOC によると，放棄の合意が有効であれば，申
立人自身がその後にさらなる救済を得られる訳で
はない。放棄の合意やその他の方法により，ある
訴えについて和解した（settled�a�claim）個人が，同
じ訴えについて EEOC に申立てを行ったとして
も，使用者は，申立人自身に対しさらなる救済を
行う責任からは免れ，これは EEOC がその後訴
訟を提起したとしても同様であるとされている 59）。
　公正労働基準法に基づく最低賃金以上の賃金や
時間外割増賃金の支払を受ける権利については，
当事者間の合意で私的に放棄することは一般的に
認められないとされている 60）。未払となってい
た割増賃金の支払と引き換えに公正労働基準法上
の権利を放棄する合意にサインした労働者が，後
に付加賠償金の支払を求めた 1945 年の Brooklyn�
Sav.�Bank�v.�O’Neill 事件の連邦最高裁判決は，
私人の権利が法の目的を達成するという公益のた
めに与えられたものである場合，その権利の放棄
が法の実現しようとしている政策目的に反するな
らば，その放棄は認められてはならないとの考え
方を示している 61）。当事者間での放棄の合意が
認められるのは，一般的に，①公正労働基準法第
16 条（c）に基づく労働省の監督下における支払
を受け入れた場合か，②労働者が訴訟を提起した
のち裁判所に和解が提示され，裁判所がその公正
さを精査した上で合意判決（stipulated�judgement）
が出された場合，の 2 種類とされている 62）。
　このように，当事者間での合意により行政機関
による訴訟の提起が妨げられない，あるいはそも
そも当事者による訴権の放棄の合意を一般的に認
めないという取扱いは，行政機関による訴訟の提
起が，単に個人の権利の救済のみを目的としたも

のでなく，法が目的とする公益の実現のためのも
のという性格の現れであると言えよう。

2　当事者間での仲裁合意と行政機関の権限

　上記のような，退職時等において訴えの権利を
放棄する合意に対し，近年，より議論が集まって
いるのが，雇入れの際等にあらかじめ，その雇用
関係において生じる全ての紛争は仲裁にかける旨
を合意させておくタイプの仲裁合意である。連邦
仲裁法（Federal�Arbitration�Act）では，訴えの内
容が適法な仲裁合意の対象である場合，裁判所は
当事者に仲裁を強制をしなければならないとされ
ているため，当事者間に仲裁合意が存在する場合，
仲裁合意が一般的な契約の取消事由に該当しない
限り，紛争解決の手段としては，裁判所による判
断を求めるのではなく，仲裁人による裁定に服す
ることになる 63）。
　まず 1991 年の Gilmer 事件 64）で連邦最高裁は，
仲裁合意は，制定法により規定された権利そのも
のを回避するものではなく，訴えを争う場を裁判
所ではなく仲裁とするのみであるとして，雇用に
おける年齢差別禁止法に関する訴えについての仲
裁合意の有効性を認めた。そして，州の制定法を
根拠に雇用差別が争われた 2001 年の Circuit�City
事件最高裁判決 65）で，一般的な雇用契約の当事
者間の仲裁合意の有効性が認められている。上記
の最高裁判決はいずれも雇用差別に関するもので
あるが，公正労働基準法に関する訴えについても，
仲裁合意は法に定められている実質的な権利を放
棄するものではないとして，多くの控訴裁判所に
おいて仲裁合意の有効性が認められている 66）。
最近ではさらに進んで，仲裁合意において，労働
者が集団で手続を行うことを否定し，労働者個人
ベースでの手続のみを認めるとするものもある。
これに対し，労働者が集団で訴える権利を奪うも
のとして争われるケースもあるが，仲裁合意に好
意的な連邦最高裁の姿勢を反映し，公正労働基準
法に関しても，多くの控訴裁判所において，その
ような個人ベースでの手続のみを認める仲裁合意
の有効性が認められている 67）。公正労働基準法
に 基 づ く 権 利 の 放 棄 を 認 め な か っ た 上 記 の
Brooklyn�Sav.�Bank�v.�O’Neill 事件連邦最高裁判
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決との関係について，裁判所は，この最高裁判決
は付加賠償金の支払という公正労働基準法におけ
る実質的な権利の放棄について述べたものである
一方で，ここで判断されるのは単に訴訟の仕組み

（litigation�mechanism）の放棄についてのみである
ので，異なるものであると説明している 68）。
　しかし，この仲裁合意は，労働者本人による民
事訴訟の提起を妨げても，行政機関による民事訴
訟の提起を妨げるものではない。2002 年の Waffle�
House 事件最高裁判決 69）は，連邦仲裁法は公的
機関による法の実現には触れておらず，当事者間
の仲裁合意についてのみ規定するもので，第三者
が訴訟に訴えることを制限するものではないとし
た上で，さらに，EEOC は，違法行為の差止命
令のみでなく，バックペイ付きの復職や損害賠償
などの被害者固有の救済も求めることができると
した。EEOC が数ある申立ての中から特定のケー
スについて民事訴訟を提起する場合には，EEOC
は，被害者固有の救済を求める内容であっても，
単に被害者を救済するだけでなく公益を守ること
を追求しているのであり，このように解さなけれ
ば，議会により創設された詳細な執行の手続を損
なうことになると判決は述べている。
　近年，連邦裁判所が，上記のように当事者によ
る民事訴訟の提起を制限する仲裁合意の有効性を
幅広く認める姿勢を示している中，行政機関によ
る民事訴訟の提起は，当事者による仲裁合意に
よって妨げられないとしている点は注目に値す
る 70）。行政機関による民事訴訟は，当事者によ
り提起される民事訴訟とは異なる役割，すなわち，
当事者間の紛争解決のみでなく，公益実現という
役割を担っていると理解されていることが，ここ
で良く現れていると言える。

Ⅵ　おわりに─日本制度への示唆

　これまでみてきたように，アメリカにおける行
政機関による民事訴訟は，公正労働基準法や公民
権法第 7 編といった労働者個人の権利を規定する
法について，その法が目的とする公益の実現とい
う側面に着目し運営されている。これは，民事訴
訟に公益の実現を期待するというアメリカ法の特

徴の現れであると考えられるが，これにより，法
が目的とする公益の実現について，違反者に対す
る刑事的制裁のみでない，多様な手段が制度上用
意されていることが分かる。
　日本の制度では，労働基準法では，まずは刑事
手続の存在を背景に違反に対して是正を促し，悪
質・重大な事案については刑事事件として検察へ
送検をするという運営が行われている。実際には，
主に，送検に至る前に違反状態を是正させて労働
者の権利実現が図られるよう運営されていると考
えられるが，悪質・重大な事案について送検して
も，それらが必ずしも実際に起訴に至る訳ではな
い。この点，送検という事実による社会的な制裁
の役割に期待するところも大きいと思われる。送
検とは性質が異なるが，男女雇用機会均等法にお
ける制裁手段である企業名の公表はまさに社会的
な制裁であろう。日本では最近，一部における劣
悪な労働環境や，労働法の遵守状況に関心が集
まっているが，そこで言及されるのは主に行政機
関による監督の強化であり，民事訴訟を通じた労
働法の権利の実現ということはあまり聞かれない
ように感じる。
　日本のこのような状況とアメリカの状況とを比
較した場合，まず，前提となる法システムの違い
の大きさに気づかされる。すなわち，アメリカ法
においては，上記のように民事上の救済も法の目
的の実現手段と位置づけられ，労働法においても，
公正労働基準法上の付加賠償金や，公民権法第 7
編上の懲罰的損害賠償等，民事上の救済が単に当
事者の損害を補てんするにとどまらないものと
なっており，労働法の権利実現に民事訴訟を活用
するという考え方は自然であると言える。他方で，
日本では，一般に，民事上の救済は損害の補てん
を目的とし，違法な行為の抑止は刑事上又は行政
上の制裁にゆだねられているとされている 71）こ
とから，労働法の遵守状況への関心からは，刑事
手続やそれに至る前の行政監督が意識されやすい
のではないか。しかし，現実に権利を実現させる
ためには，日本においても民事訴訟は重要であろ
う。そこで，アメリカ法から示唆を得ようとする
場合，以下の 2 点が検討の視点として指摘できる
のではないかと考える。

論　文　アメリカ合衆国における労働法の権利の実現方法について
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　一点目が，民事訴訟による労働法の権利の実現
をどう位置づけるかという点である。民事訴訟は，
判決により，賃金の支払や差別からの回復といっ
た救済を個々の労働者が実際に得ることができ，
刑事的制裁では必ずしも得られない効果を伴う。
また，行政庁には予算・人員面での限りがある中
で，私人の訴訟は，行政庁の活動を補充し支援す
るものと受け取られるべきという指摘もある 72）。
仮に，私人による民事訴訟と，行政機関による監
督や民事訴訟という手段を組み合わせて考えるこ
とができれば，行政機関が，労働者自らが民事訴
訟を提起することが期待しにくい，より立場の弱
い労働者が多いと考えられる分野にターゲットを
絞って注力するという役割分担も可能になるだろ
う。
　二点目が，民事訴訟による労働法の権利の実現
の性質をどう考え，その上で実施主体をどの範囲
で考えるかという点である。この点，ここでは十
分な検討が行えなかったが，アメリカにおける公
正労働基準法に関するコレクティブアクション
や，公民権法第 7 編に関するクラスアクションと
いった，私人の集団による訴訟の仕組みと，その
果たしている役割についても十分な研究が必要で
あろう。しかし，行政機関よる民事訴訟の仕組み
を検討する中でも，民事訴訟による権利の実現が，
単なる被害者の救済のみでなく，法が目的とする
公益の実現を図るものとしてとらえられているこ
とが分かる。日本においても，労働法の権利実現
は公益上の問題であるととらえるならば，その方
法や実施主体について，これまでより幅広い視点
で考えることも必要になるのではないだろうか。
なお，アメリカにおいて近年，上記のように，労
働法の権利をめぐる紛争について，仲裁合意等，
当事者間の合意による裁判外での処理という動き
が見られることについて，労働法の権利の問題が
単に私的なものと受け止められるようになるとい
う危惧を述べる見解がある 73）という点を，興味
深い指摘として触れておきたい。
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